
 

企画等専門調査会における食品安全委員会が自ら行う 

食品健康影響評価対象候補の選定の考え方 
（平成１６年６月１７日食品安全委員会決定） 

 
最終改正：平成２５年７月８日 

 
 
企画等専門調査会は、以下に掲げる選定基準に該当するものの中から、国民

の健康への影響の程度に照らして食品健康影響評価の実施の優先度が高いと考

えられるものを食品健康影響評価対象候補（以下「案件候補」という。）として

選定し、食品安全委員会に報告する。 
当該選定に当たっては、国民の評価ニーズ、科学的知見の充足状況にも配慮

するものとする。 
 

  
案件候補の選定基準 

 
 

   次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 
 
（１）健康被害の発生が確認されており、これに適切に対応するためには、食

品健康影響評価の実施の必要性が高いと判断されること。 
  
 
（２）健康被害の発生が明確に確認されていないが、今後、その発生のおそれ

があり、これに適切に対応するためには、食品健康影響評価の実施の必要性

が高いと判断されること。 
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